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2025品川税務署
      職員異動特集

着　任　の　挨　拶

　仲秋の候、一般社団法人品川法人会会員の皆様

におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申

し上げます。

　この度の人事異動により品川税務署長を拝命し、

東京派遣監督評価官室長から転任して参りました

石﨑でございます。前任の坂本同様、よろしくお

願いいたします。

　大越会長をはじめ、品川法人会の皆様には、日

頃から税務行政の円滑な運営に対し、深いご理解

と多大なるご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。

　貴会は、これまでの長きに渡って、「健全な納税

者の団体、よき経営者を目指す団体」として、税

に関する正しい知識の普及及び納税意識の高揚を

目的とした税に関する研修会の開催や広報活動の

ほか、地域社会の健全な発展を目指して社会貢献

活動など公益性の高い活動も展開されておられま

す。

　特に、青年部会による体験型租税教育活動

「Kids Work Tax」や女性部会による「税に関する絵

はがきコンクール」など、次世代を担う子供たち

への租税教育に意欲的に取り組まれ、大変心強く

感じており、深く敬意を表する次第です。私ども

といたしましては、これまでに培ってきました貴

会との相互信頼・協調関係をより深めて参りたい

と考えております。

　さて、国税庁では、「あらゆる税務手続きが税務

署に行かずにできる社会」の実現を目指す観点から、

e-Tax の利用促進、キャッシュレス納付や納税証明

書のオンライン請求の普及・利用拡大に取り組ん

でおります。

　令和７事務年度は、特に、納付機会の多い「源

泉所得税のキャッシュレス納付」の推進に力を入

れております。

　貴会におかれましては、引き続き e-Tax の利用

促進、キャッシュレス納付や納税証明書のオンラ

イン請求の普及・利用拡大に加え、「源泉所得税の

キャッシュレス納付」につきましても、周知・広

報等のご協力をお願い申し上げます。

　更に、令和７年度の所得税改正に伴う年末調整

事務の大幅な変更事項につきましては、年末調整

説明会などを通じて、幅広い周知・広報に取り組

んで参りますので、貴会におかれましても引き続

きご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

　結びに当たりまして、一般社団法人品川法人会

の益々の発展と会員の皆様のご健勝並びに事業の

ご繁栄を祈念いたしまして、私の着任の挨拶とさ

せていただきます。

石﨑 浩文

品川税務署長
いし ざき　 ひろ ふみ
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清水 大樹

副署長
し  みず    たい  き

　秋涼の候、一般社団法人品川法人会会員の皆様

方におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び

申し上げます。また、平素から税務行政に対しま

して多大なるご理解とご協力を賜り、この場をお

借りしまして厚く御礼申し上げます。

　この度の人事異動により文化庁から副署長（法

人内部・酒税担当）に転任して参りました清水で

ございます。

　文化庁では、昨年12 月にユネスコ無形文化遺産

に登録された「伝統的酒造り」の魅力を国内外に

発信することを中心に、日本の食文化を担当して

おりました。「伝統的酒造り」は、杜氏（とうじ）・

蔵人（くらびと）といった職人の皆さんが長い歴

史の中で、しなやかな感性で磨き上げてきた酒造

りの技術であり、「こうじ」の使用という共通の特

色を持ちながら、日本各地においてそれぞれの気

候風土に応じて発展し、日本酒、焼酎・泡盛、み

りんなど多様な酒類に受け継がれてきました。

　日本の酒造りは、この「伝統的酒造り」を次の

世代に確実に受け継ぐ取り組みを行いつつも、今

も技術の革新・発展を続けており、その品質も更

なる日々の向上が続いていると感じております。

　今般、縄文時代から続く長い歴史を持ち、古く

から交通、交易、文化の拠点として栄え、交通の

要衝であると同時に、下町情緒と近代的な都市景

観が調和した多様な魅力を持ち、更に発展し続け

る品川の地で勤務できることに大きな喜びを感じ

ております。どうぞよろしくお願いします。

　貴会におかれましては、適正・公正な申告納税

制度の維持・発展、租税教育活動などに積極的に

取り組まれており、深く敬意を表します。当署と

いたしましても、引き続き皆様方との連携協調を

推進していきたいと考えております。

　結びに当たりまして、一般社団法人品川法人会

の益々の発展と会員の皆様のご健勝並びに事業の

ご繁栄を祈念いたしまして、私の着任の挨拶とさ

せていただきます。

品川税務署の法人税等の幹部および担当者

榎本 綾子

審理担当上席
（源泉担当）
えの もと     あや  こ

曽我美智子

審理担当上席
（法人担当）
そ　が　み　ち　こ

柳野 浩史

副署長
やなぎの　 ひろふみ

野口 薫

法人課税
第一部門統括官
の  ぐち  かおる

神田 秀正

法人課税
第三部門統括官
こう  だ    ひで まさ

着　任　の　挨　拶
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税 務 コーナー

品川税務署人事異動速報

署　　長

副署長 (法内酒 )

副署長 (徴法調 )

副署長 (総管個産 )

指定特別調査官 (法 )

総務課長

特別調査官 (法 )

特別調査官 (法 )

特別調査官 (法 )

特別調査官 (法 )

特別調査官 (法 )

特別調査官 (法 )

特別調査官 (源 )

法人１統括官

法人２統括官

法人３統括官

法人４統括官

法人５統括官

法人６統括官

法人７統括官

法人８統括官

法人情技官

法人情技官

法人情技官

国際専門官 (源 )

審理専門官 (法 )

特別調査情報官

特別調査情報官

特別調査情報官

特別調査情報官

特別調査情報官

特官法連調官

法人１連調官

総務課長補佐

法人審理上席

源泉審理上席

石﨑　浩文

清水　大樹

柳野　浩史

辻本　武史

柳谷　光広

西口　泰平

上村　智治

野平　幸嗣

馬場謙太郎

布施谷和人

宇山　正信

磯　美奈子

野口　　薫

本田　知幸

神田　秀正

本多　世紀

石井　大士

大﨑　真一

山口　直和

田中　哲也

田島　祐史

井上　伸之

安部　陽子

南　　拓郎

豊田　賢正

川村　　武

尾形　雅也

荒井　一彦

梅田奈緒美

今村　優介

高橋　久尚

曽我美智子

榎本　綾子

局課税一部・個人課税課・実専官

福岡局・課税二部・酒類調整官

財務省・主計局・調査課・財政調査官

【退職】

東村山署・副署長

【退職】

麻布署・法人・上席

麹町署・源泉特官・特官

神奈川署・法人特官・特官

【退職】

神奈川署・法人２・統括官

千葉西署・法人１・統括官

【退職】

庁・課長補佐

神田署・法人・情技官

京橋署・源泉国際・専門官

麹町署・法人５・統括官

品川署・法人４・統括官

日本橋署・法人４・統括官

局課税二部・統括国税実査官・主査

松戸署・酒類指導官

庁・長官官房・東京派遣・監督評価官室長

文化庁・参事官付・専門官

（留任）

大阪局徴収部・管理運営課・課長補佐

藤沢署・法人特官・指定特官

局総務部・人事一課・課長補佐

芝署・法人特官・特官

（留任）

（留任）

横浜中署・法人１・統括官

（留任）

日本橋・源泉特官・特官

武蔵府中署・法人１・統括官

四谷署・法人２・統括官

局総務部・大手町分室・主任国税管理官

品川署・特情官

国税不服審判所

（留任）

（留任）

局課税二部・法人課税課・審査指導第一係長

立川署・法人５・統括官

（留任）

足立署・法人・連調官

（留任）

（留任）

局査察部・査察 36・主査

甲府署・法人・連調官

沖縄所

豊島署・法人特官・連調官

局課税二部・消費税課・諸税第一係長

（留任）

（留任）

（留任）

坂本　達哉

辻　　幸秀

井原　　圭

大久保　亮

滑川　輝隆

松本　　学

田中　　薫

坂本　昌弘

菱ケ江　浩

清水　　周

福原　幸江

林　　圭悟

横山　正幸

原田　健史

村山　信弘

長田　章子

最知　　満

本多　世紀

人吉　崇行

港　　正昭

小笠原友寛

発令日：令和 7年 7月 10 日
( 敬称略 )

〔 一般社団法人　品川法人会 〕

役　職　名 氏　　名 新　所　属前　所　属 氏　　名

転　　入　　者 転　　出　　者
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『子供たちとともに野菜収穫体験を』  ― 青年部会体験型租税教育活動 ―
　９月７日（日）に、青年部会の体験型租税教育活動「Kids 
Work Tax」が行われました。
　本年も青年部会にて議論を重ねた結果、品川の子供たち
に日本を支える農業の実態を学んで頂くため、千葉県の農
業公園ぽんぽこ村様にて野菜収穫体験をさせてもらうこと
になりました。
　当日はぽんぽこ村様ご推奨のさつまいもを中心にモロヘ
イヤなどを収穫し、農業の仕事の大切さを体感してもらい
ました。さつまいもは100 本以上も収穫でき、子供たちも
大喜びでした。

　収穫後に東京ドイツ村に移動し、BBQを堪能しました。 
食後にしながわ宿場まつりの販売メニューを考える ため
子供たちと施設内で Kids 会議を開催。 沢山のアイデアが出
て大いに盛り上がりました。厳しい猛暑の中の開催でした
が、主催者側の青年部会員たちが子供たちの底知れない 
エネルギーと爽やかな笑顔で癒される瞬間があり、最高の
会となりました。

記／広報委員　井田  達哉 

● 9/28（日） 　しながわ宿場まつりで販売 
● 26 年１月　納税式出席

【今後のKids Work Tax 予定】

たくさ
ん

　採れた
よ～!

Kids 会議で沢山のアイ
デアを出したコーディ
ネートもあり大変盛り
上がりました

暑い中、一生懸命に収穫を行う参加者

収穫後に記念撮影収穫後に記念撮影

モロヘイヤとさつまいもが採れたよ

収穫開始！収穫開始！

東京ドイツ村で記念撮影
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　品川法人会の皆様、組織委員長の
我妻と申します。
　法人会は全国で約70万社の企業に
ご加入いただいている組織です。当
会では正しい税知識の普及や経営情
報、各種福利厚生制度、社会貢献活動、
ブロック・支部での会員同士の親睦
事業といった様々な活動を行なって
おります。

　さて、当会は 10 月・11 月を「会員増強月間」と定めており、
会員増強活動を昨年度と同様に実施する予定です。詳細は

支部長や組織委員を通じてご連絡しているところです。
　法人会に入会してお仲間を増やし、情報交換をして厳し
い情勢を乗り切りましょう。そのためのお役立ち情報や税
務情報、お仲間を応援するための施策を随時実施していき
たいと考えておりますので、お知り合いの企業、お取引先
をご紹介いただきたくお願い申し上げます。
　また、時間がない等で会員増強活動が難しい場合は、情
報だけでも事務局へご連絡いただければと思います。

  

『ご自身の体の健康チェックに』  ― 生活習慣病健診のご案内 ―
　品川法人会では
（一財）全日本労
働福祉協会と提携
し、１日人間ドッ
ク形式による生活
習慣病健診を実施
しております。会
員様向けの格安な

特別料金で、約２時間と所要時間も短く効率がよいうえ、
各種オプション検査も同時に受診可能です。

　ぜひ、法人会会員様のみならず従業員やパートの方、お
よびご家族様のご利用をお待ちしております。
※各コースとも「労働安全衛生法」に基づく「一般定期健
　康診断」としてご利用できます。
※生活習慣病検診のご案内は、会員の皆様へ封書にてお送
　りいたします。例年５月と 11 月に実施しておりますが、
　もしご都合が合わない場合は、（一財）全日本労働福祉
　協会へお問い合わせください。

　TEL：5767-1714
　土日祝をのぞく月～金の 8 : 30 ～16 : 00

10月・11月は会員増強月間です

様々な情報やご質問、ご依頼はまず事務局へ　
TEL：3474-7449

お取引先・お知り合いの企業
ご紹介ください

我妻組織委員長

  

『イベント来場者に法人会活動などをPR』  ― 大井ブロック社会貢献活動 ―
　大井ブロックは社会貢献活動の一環として、８月24日
（日）の「第 71 回大井どんたく夏まつり」に参加。
　熱中症警戒アラートが発令される大変蒸し暑い状況のな
かではありましたが、大井ブロック各支部役員をはじめ総
勢 30 名のスタッフ協力のもと、法人会事業や税務広報関
連のチラシ・ノベルティグッズなど 300 セットを大井どん
たく夏まつり来場者に配布して法人会活動を PRしました。

　お忙しいところ当日お手伝いいただきましたスタッフの
皆様、また配布物の封入準備作業スペースをお貸しいただ
きました会員企業様、誠に有難うございました。 
 写真／広報委員　久保 最希

配布準備中 配布の様子 暑い中お疲れ様でした！

※従業員・パート等の健診料金は福利厚生費として認められます。ただし、役員のみの受診では認められません。
　詳しくは税務署法人課税部門へ。セット料金につき、健診項目省略によるお値引きはございません。

健診コース

総合喀痰コース

Ａコース

一般料金（参考）

５５,３００円

２９,１００円

会員特別料金（税込）

３６,５００円

２０,９００円

健診コース

総合コース

Ｓコース

一般料金（参考）

５４,８００円

２２,９００円

会員特別料金（税込）

３６,０００円

１６,６００円

健診コース ＆ 料金表・・・詳しい検査項目などは（一財）全日本労働福祉協会へお問い合わせください。
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広報委員会委員長

唐澤 雅樹

第600号記念号発行にあたり
　今年度より広報委員会委員長を拝命し、初の発行が記念すべき節目である600
号ということに驚きと特別な縁を感じております。これもひとえに、長きにわた
り会報の発行にご尽力いただいた委員会の先輩方及び会員の皆様、またたえず
ご支援くださった品川税務署の皆様のおかげと、心より厚く感謝申し上げます。
　広報委員の一員に加わりまだ日が浅いですが、委員会では編集に細かく注意を
払い、読みやすく親しみやすい誌面作りを心掛け、活発な協議を重ねております。
今後も良き会報誌の伝統を受け継ぎ、素晴らしいメンバーと共に活動ができる
ことに感謝をしつつ、会員皆様のご期待に添えるよう努力してまいります。
　今後ともなお一層のご支援ご鞭撻をお願い申し上げ、記念号発行のご挨拶と
させていただきます。

品 川 法 人 会 の 歩 み　　　　600号の記念に品川法人会の年表を掲載いたします。

◆  24年11月23日

◆  30年 5 月30日

◆  34年 1 月20日

◆  34年11月23日

◆  40年11月19日

◆  41年11月16日

◆  42年 5 月26日

◆  44年10月 1 日

◆  45年 6 月13日

◆  48年 1 月 6 日

◆  49年 4 月22日

◆  51年 9 月22日

◆  54年 5 月21日

◆  54年10月16日

◆  55年 6 月25日

◆  57年 4 月14日

◆  57年 4 月19日

◆  57年 9 月25日

　　　　

◆  58年 1 月25日

◆  60年 4 月 1 日

◆  61年 4 月 1 日

｢品川法人税務懇談会」創立総会

｢品川法人会」と改称

｢品川法人会会報」第１号発刊

創立10周年記念祝賀会

青年部創立総会

品川税務署管内法人過半数を獲得

｢社団法人品川法人会」創立総会開催

創立20周年記念事業として
｢会員増強運動」を実施

創立20周年記念式典

品川法人会会報第100号記念特集号発行

源泉部会設立総会

婦人部創立総会

品川法人会会報が ｢税務ニュース法人しながわ」と改称

創立30周年記念式典

支部組織が４支部を４ブロック13支部制に改正

婦人部から婦人部会に名称変更

青年部から青年部会に名称変更

①常任理事制度が設けられ、第１回常任理事会開催

②本部専門部会が委員会制度に改められ、
　７委員会３部会となる

｢法人しながわ」第200号記念特集号を発行

支部組織を細分化、
13支部 → 24支部に改定

TOC支部新設、25支部に改定

会員数
370 名

（S24.11.23）

会員数
2546 名
（S44.3.31）

会員数
5361 名
（S60.3.31）

昭和

法人しながわ第 200 号

法人しながわ第 300 号
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◆  元年11月21日

◆    2年10月10日

◆    9年 4 月 1 日

◆    9年 4 月17日

◆  11年11月25日

◆ 13年 4 月 1 日

◆  15年 3 月10日

◆  15年 3 月14日

◆  16年 4 月10日

◆  16年10月21日

◆  17年 4 月 1 日

◆  17年 9 月22日

◆  21年 1 月10日

◆  25年 4 月 1 日

◆  28年 9 月12日

◆  31年 4 月 1 日

◆    2年 4 月 1 日

◆    5年10月20日

◆    6年 3 月26日

◆    7年 6 月 3 日

◆    7年 7 月10日

◆    7年 9 月10日

創立40周年記念式典

｢法人しながわ」第300号記念特集号を発行

天王州支部新設、南大井東・北支部統合  25支部

婦人部会から女性部会に名称変更

創立50周年記念式典をラフォーレ東京で開催

｢法人しながわ」第400号記念特集号を発行

東品川支部と天王州支部、東大井東・西支部、
東五反田東・西・南支部がそれぞれ統合し、21支部に改定

｢法人しながわ」裏表紙にパズル問題(ナンバープレース)を掲載

品川法人会館披露祝賀会開催

｢法人しながわ」裏表紙にパズル問題(クロスワード)を掲載

当会ゴルフ同好会、一般会員合同で第１回ゴルフコンペを開催

｢法人しながわ」がA4サイズに変更

青年部会設立40周年、女性部会設立30周年記念講演会を
ウェスティンホテルで開催

｢法人しながわ」第500号記念特集号を発行

社団法人から一般社団法人へ移行

女性部会創立40周年記念式典を第一ホテル東京シーフォートで開催

年号が平成から令和に改元することを機に「法人しながわ」誌面をリニューアル

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
第54回通常総会は短縮・簡素化して品川法人会館で開催

社会貢献活動「ふれあい寄席」再開

TOC支部事業終了報告会が開催され、16支部に改定

西品川支部、大崎支部合同の支部大会が開催され、
西品川大崎支部に合併、15支部に改定

｢法人しながわ」誌面をリニューアル

｢法人しながわ」が創刊から600号目を迎える

平成

令和

会員数
6146 名
（H3.3.31）

会員数
4623 名
（H13.3.31）

会員数
4077 名
（H16.3.31）

会員数
3603 名
（H20.3.31）

会員数
2489 名
（R2.3.31）

会員数
2127 名
（R7.3.31）

法人しながわ第 600 号現広報委員集合写真（令和７年８月７日撮影）
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青年部会長の柳川さんが経営する
「アシダ音響株式会社」様を
突撃取材しました。

この会社
・どんな会社？

アシダ音響株式会社

　1925年、前身のアシダカンパニーが当時日本に無
かったスピーカーの輸入業で事業を開始。戦後に技術
開発担当の柳川春雄氏（柳川さんのご祖父様）が業容
を引き継ぎ、アシダ音響を創業。国産スピーカー開発
に邁進し日本中に音響機器を拡げました。信号機や警
察官の警備用ヘッドフォンなど生活に欠かせない音響
機器はアシダ音響様が原点となります。

終戦前夜の混沌の時代、
国産スピーカーを開発した地元企業

　「Bluetooth より有線ヘッドフォンの音質が圧倒的
に良いです」と柳川さん。一般社会の生活では無線化
が定着しつつあるも、オンライン会議や警察・警備の
ヘッドフォンなど音のパフォーマンスが強く求められ
るものがあります。アシダ音響様はこれからも音に拘
り、自社強みの音響技術を届けていきます。
　我が街 品川から世界の音を支え続けるアシダ音響
様を読者の皆様もぜひ応援ください！
　柳川社長、取材協力有難うございました！

記／広報委員　井田 達哉

“音”への拘りを持ち続けて
音響技術を届けたい

国産スピーカーとして開発
された当時の音響機器
(ASHIDA VOX）製品

アシダ創業時の
会社看板と広告。

青年部会長でもある柳川社長。快く取材に応じてくれました。

　高度経済成長やウォークマンの誕生で業績ピークに。
読者の皆様も絵に描いた順調な企業沿革を想像された
と思いますが、「そうではなかったんです」と３代目
社長の柳川久さんは語ります。バブル崩壊後 電子機
器の市場価格競争が激化、大手電機メーカー向け製品
の採算が悪化の一途をたどります。 ３代目の柳川さん
は思い切ってＢ to Ｃ事業に切り替えるなどビジネス
モデルの変換に挑戦、新事業スタイルが軌道にのり健
全経営となりました。

３代目社長の柳川さんが覚悟を決めて
取り組んだ “プロジェクトX”

新ビジネスに展開、
現在の製品ラインナップ

A を４つ重ねたロゴはアシ
ダ 音響という名前にする
にあたり、柳川の文字がど
こにもないのは寂しいと考

えた創業社長が、 Yanagawa の 母音を
４つ取り出してマーク にしたものです！

会社ロゴ アシダ音響株式会社
●所在地
品川区大崎３丁目４番９号
●ホームページ 
https://www.ashida.co.jp/jp/index.html
●公式オンラインショップ
https://ashidavox.shop/
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　会員優待カードを提示すると大変お得なサービ
スを提供していただけるお店・企業を当誌にて順
次紹介しております。
　今回は五反田地区、その他の地区にございます
飲食店をまとめて紹介させていただきます。

会員優待制度
★

加盟店紹介
vol.68 五反田

地区

大井
地区

五反田ホルモン まるみち
〈ホルモン料理〉

○お支払いは現金・カードどち
らでも可（ご注文時に優待カー
ドをご提示ください）
※他のクーポンとの併用不可

阿亀寿し
〈寿司〉

◎お支払いは現金・カードどち
らでも可（ご注文時に優待カー
ドをご提示ください）

東京酒楼　陳麻家西口店
〈中華料理〉

◎お支払いは現金のみ（ご注文
時に優待カードをご提示くださ
い）陳麻家さくら通り店（西五
反田 2-18-3）も同様に優待。
全店、テイクアウト・デリバリー
もご利用になれます！

品川区東五反田 1-12-4
03-3473-3778

★会員特典：人数分OK !
最初の 1杯目のドリンク
サービス。（ディナー時の
み、ボトルドリンク対象外）

品川区東五反田 1-19-8-1F
03-3441-9174

★会員特典：5％割引！
                  （総額）

品川区西五反田 1-24-4
03-5434-2750

★会員特典：1回のご利用
が 2,000 円以上で 10％割
引！ ランチライムも可。

東海酒家
〈中華料理〉

◎お支払いは現金のみ（ご予約
時に優待カードをご提示ください）
※ランチタイムは不可

品川区西五反 2-10-8-108
03-3491-5633

★会員特典：合計額
　　　　　　5％割引！

マシューコウズバッファロー
カフェ 　〈ケニア料理専門店〉

◎会計時に優待カードをご提示
ください
※ランチタイムは不可

品川区西五反田 2-30-10 
セブンスターマンンション
第一 1 階
03-6431-8324

★会員特典：5％割引！

ちょっとローマ
〈イタリア料理〉

◎お支払いは現金・カードどち
らでも可（ご注文時に優待カー
ドをご提示ください）

港区三田 3-4-12 
田村ビル 2Ｆ
03-3453-7408

★会員特典：飲み放題コー
ス　①5,500 円コース→
5,000 円！ ②4,800 円
コース→4,500 円！

れくら 
〈創作和食料理〉

◎お支払いは現金のみ
（ご精算時に優待カードをご提
示ください）

品川区大井 1-11-1
03-3776-7774

★会員特典：5％割引 !

ランプラント
〈肉ビストロ・クラフトビール〉

◎お支払いは現金のみ（ご精算
時に優待カードをご提示ください）
行政の指導・要請により、営業
時間を変更する場合あり。

千代田区丸の内 2-2-3　
丸の内仲通ビル 1階
03-6212-6882

★会員特典：5％割引 !  

ウィッフィー
〈尾崎牛　肉バル〉

◎お支払いは現金のみ
（ご精算時に優待カードをご提
示ください）

千代田区丸の内 3-1-1　
国際ビル B1
03-3215-2577

★会員特典：5％割引 !

ピッツェリア ダ グランツァ
〈イタリア料理〉

◎お支払いは現金のみ（ご予約
時に優待カードがある旨をお知ら
せください）日本一のピッツァ職
人が在籍するカジュアルイタリア
ンです。洗足池店（大田区上池
台 2-37-6 鈴木ビル 1F。

目黒区洗足 2-25-13
サンフラッシュビル B１F
03-6421-6969

★会員特典：ランチ・ディナー
共にお会計から10%割引 !

◆品川法人会会員の皆様が優待制
度店舗様・企業様等において会員
優待カード（下）を提示することによ
り、割引等の優待サービスを受ける
ことができる制度です。

◆優待制度加盟店舗には、このス
テッカーが貼ってあります。

◆ＱＲコードから品川法人会ホームページの
優待加盟店リストをご覧いただけます。
(お使いの機種によっては表示されない場合がございます)
※優待制度の詳細、ご不明な点につきましては直接加盟店
　にお問い合わせください。
※メンバーズカードを紛失された場合は、再発行いたします
　のでお申し出ください。（実費100円負担）

会員優待制度　加盟店舗・企業について
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おまんまの食い上げ
令和の米騒動、

悪いのは誰？

　二百十日（にひゃくとおか）は「雑節（ざっせつ）」の
一つで、稲の開花、結実期にあたる。古来より、我が
国の農業歴の重要な節目とされた。またこの日は台風
の襲来が多いとされ、厄日として恐れられた。
　今年の二百十日は８月31日だそうだが、通常９月１
日前後になる。
　９月初旬は統計的にも台風の襲来が多く、経験則が
暦に組み込まれたと考えられる。
農業は自然の恵みをより多く得るための営みだが、多
くを得るためにはやはりリスクが伴う。台風など天候
による被害も、そのひとつだ。

　「令和の米騒動」とは一般的に、2024年から2025年
にかけて発生した米の買い占め・品薄・価格高騰の社
会現象を指す。
　長年下落傾向にあった米消費は2021年から底を打っ
て上向き始め、2023年度においては供給量661万トン
に対し、需要は705万トンに達した。この年は猛暑と
水不足で作況指数が悪化し、屑米の比率が高まってい
た。この状況で、2024年８月８日の日向灘地震に関
する報道が「南海トラフ地震の可能性」として過剰に
伝えられ、消費者の間で一斉に買いだめが発生した。
さらにテレビなどのメディアによる報道が不安をあお
り、状況が悪化した。
　米が買い占められ、それを伝える過剰な報道がさら
なる買い占めを引き起こす悪循環が起こる。2024年
初頭には約300円/kgだった米の価格は、2025年5月に
は約800円/kgまで高騰した。

　消費者にとって米の値段
は高くなった。現在も、米
を主食として毎日口にする
日本人は多いだろうから、
生活に大きな負担がかかる。
　しかし、生産者の立場か
らすると、どうだろうか。
農水省のデータによれば、米の生産農家の6割は赤字
だという。95%が赤字だという調査もある。米を作る
のに必要なのは田圃（たんぼ）だけではない。現代日
本の農家の多くは、田植えにも稲刈りにも脱穀にも乾
燥にも機械を使う。機械は、高齢化が進む農家の働き
手として欠かすことができない。機械はそれぞれ燃料
や電気を消費するばかりでなく、使い続ければ故障も
する。修理や買い替えが必要になる。
　利益を出そうと規模を大きくすると、その分人件費
もかかる。農業はとにかく金がかかるのだ。この経費
を払うと、農協の買取価格などはあっという間に飛ん
で行ってしまう。
　米の生産農家にとって、米は安すぎるのだ。
　それなのに、二百十日、やっと実った稲穂が、台風
でダメにされてしまうこともある。適正価格とは、リ
スクを考慮した数値でなければならないのではないか。

　米は、江戸時代までは食の中心というだけでなく、
税の中心でもあった。日本においては特別で特殊な農
産品であると言えるだろう。そのためか、様々な政策
の対象となり、時には外圧の的（まと）にもなった。
その中のひとつが、減反政策であり、今回の米不足の
原因として数えられている。減反政策は形式的にはす
でに廃止されているが、実質的にコメの生産は抑制さ
れたままだ。
　とはいえ、政府もただ指をくわえて眺めているだけ
ではなく、農業の存続のためにさまざまな手を打って
はいるようだ。しかし目立つのは付け焼刃的な対策の
みで、根本的な解決に至りそうにはみえない。
　近年、世界でおにぎりが流行するなど、日本の米の
うまさが知られてきている。高まる需要に供給が追い
付いていないのであれば、市場価格が高くなるのは当
たり前のことだ。
　施政者には、目の前の火消しにばかりに気を取られ
ず、火が起きないような仕組みを作っていただきたい。
農家がちゃんと儲かり、若者が農家を継ぎたくなり、
米がたくさん供給されて市場価格が下がる、中間業者
は利幅でなく数で利益を出す、そういう仕組みを。

二百十日

令和の米騒動と言われる米の買い占め、品薄、価格高騰。
なぜこうなったのか。

そもそも、米の値段は本当に高いのか。

意外な組み合わせ

しかしそもそも米は高いのか

美味しいご飯が食べられるように

記／鈴木 克博
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『盛りだくさんの1日でした』  ― 西五反田東支部懇親会 ―

　７月 17 日 ( 木 )、西五反田東支部は懇親会として茨城方
面へのバス見学会を開催しました。出発時には雨が降って
いて天候が心配されましたが、現地はピーカンで、ものす
ごい暑さの中での見学会となりました。
　まず茨城県守谷市にあるアサヒビール茨城工場を、ガイ
ドさんの解説を聞きながら１時間ほど視察しました。視察
中、新鮮なビールは冷蔵庫で長時間冷やすとかえって鮮度
が落ちてしまうため、冷蔵庫に入れるのは飲む１日前くら
いからにして、冷やすのは飲む直前がよいと知りました。

その後の試飲で、出来立てのビールの美味しさを実感する
ことができました。
　豪華な昼食をはさみ、続いて地元の語り部のガイドさん
の解説を聞きながら、筑波山神社を参拝し、筑波ハムの工
場を最後に帰路につきました。
　朝８時に出発し、品川には夜７時に戻ってきました。22
名の参加者は、盛りだくさんの１日に満足げな表情で各々
家路につきました。
 記・写真／広報委員会副委員長　辻井祐幸

豪華な昼食 昼食時の光景 筑波山神社について学びました

工場見学にやってきました 出来立てのビールを試飲！
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９月の都税だより

編　集　後　記

この編集後記をご覧いただいているということは、
【法人しながわ】を愛読くださっている方に違いあり
ません。私は「ダイイングメッセージ」という言葉に
惹かれています。もちろん“最期の言葉”ではなく、
“必ず届いてほしい言葉”という比喩です。
メッセージは相手を思う気持ちがあってこそ伝わるも
の。本誌もまた広報委員一同で、
皆さまに届く言葉を載せたいと
願って制作しています。これか
らも有益で楽しみにしていただ
ける会報を目指します。
ご愛読ありがとうございます。

記／広報委員　久保  最希

今後の主な行事
日程 時間 行事 場所

10/1(水)

10/6(月)

10/9(月)

10/17(金)

10/22(水)

10/27(月)

10/30(木)

11/6(木)

9:15

13:30

12:30

17:30

14:00

14:00

14:00

18:30

総武CC

品川法人会館

品川法人会館

きゅりあん

品川法人会館

品川法人会館

品川法人会館

品川プリンスホテル

第22回品川法人会
ゴルフコンペ

決算法人説明会

理事会

彩ふれあい寄席

税目別講座　
法人税

税目別講座　
消費税

税目別講座　
源泉所得税

第52回
ボウリング大会

― 都税についてのお知らせ ―

９月は固定資産税・都市計画税第2期分の納期です（23区内）
６月にお送りした納付書により、 ９月３０日（火）までにお納めください。
＜ご利用になれる納税方法＞ ※ご利用の前に、主税局ホームページにて各納税方法の注意事項をご確認ください。

口座振替 都税Web 口座振替申込受付サービスにて、９月10日(水)までにお申込みいただくと、
固定資産税・都市計画税第２期分からの口座振替が可能です。

簡単・便利な口座振替Web 申込で、都税の納め忘れなし!!

おうちで今、納付できます!!
スマホアプリ 納付書のeL-QRを読み取る

だけで納付ができます。
クレジットカード

インターネットバンキング
地方税お支払サイトのeL-QR 読取画面
から納付書のeL-QRを読み取り、支払手
続をすると納付ができます。

ペイジーマークのついている納付書は、対
応する金融機関のインターネットバンキン
グやモバイルバンキング、ＡＴＭから直接
納付することができます。他にもコンビニ
エンスストア、金融機関、郵便局、
都税事務所等の窓口でも
納付いただけます。

＜課税について＞ 土地・家屋が所在する区にある都税事務所
＜納税について＞ 所管都税事務所の徴収管理班又は都税支所・支庁
◆品川区の場合◆ 品川都税事務所（代表）03-3774-6666

【お問合せ先】 主税局HP
都税の支払い方法
◀ ◀ ◀

納     付    書     見     本
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以下のルールに従ってクロスマッスを解き、A～Ｃのマスに入った数字を順に答えてください。

1タテ３列、ヨコ３列のすべての等式が成立するようにマスに１～９の数字を1つずつ入れる。
2計算は× ÷を優先することなく、上から下、左から右の順に行う。

ルール

正解者の中から抽選で6名の方に正解者の中から抽選で6名の方に

クオカード1000円分を
プレゼント!

応 募 方 法

クロスマッス第28回

BA C

出題／西尾　徹也

－ ×
＋
－ ＋

× ＋ －

＝
9

＝ ＝

× ＋

－ ＝ 0＋

20 25

＝ 0

＝ 6Ａ

B

C

No.599号   第75回 ナンバープレース　正 解 発 表

６ ７ １ ４ ８ ５ ９ ３ ２
５ ２ ９ １ ６ ３ ８ ７ ４
３ ８ ４ ９ ２ ７ ５ ６ １
７ ５ ３ ２ １ ８ ６ ４ ９
２ ９ ８ ６ ５ ４ ７ １ ３
４ １ ６ ３ ７ ９ ２ ８ ５
８ ３ ７ ５ ９ １ ４ ２ ６
１ ６ ５ ７ ４ ２ ３ ９ ８
９ ４ ２ ８ ３ ６ １ ５ ７

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

厳正な抽選の結果、下記の方々に
クオカードをお送りいたします。
おめでとうございます。

★市橋 康男／アール・アーキ㈱
★芥川 禎子／池田印刷㈱
★横井 清之／有）八雲システム
★西前 雅江／ＴＳ４（同）
★渋谷 幸一／ ( 一社 ) 健康総合研究会
★横田 美穂／ユニマーケティングサービス㈱
　　　　　　　　　　　     （順不動・敬称略）

こたえ

応募総数／18通

正解者数／18通

BA C D
7 3 2 5

郵便はがきに ①クイズの答え ②郵便番号 ③自宅住所 ④氏名 ⑤法人名 ⑥連絡先電話
番号 ⑦当誌に対するご感想 を明記の上、〒140-0004　東京都品川区南品川2-7-6 
一般社団法人品川法人会事務局までお送りください。なお、締め切りは2025年10月
20日(月）＜消印有効＞とさせていただきます。また応募はお１人様１通限りとさせ
ていただきます。たくさんのご応募、お待ちしております。
※今回よりはがき以外にも右記QRコードよりご回答いただけるようになりました。



次回の第601号は、2025年11月に
発行となります。

一般社団法人  品 川 法 人 会　 https://www.shinagawa-hojinkai.or.jp
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ご招待

※申込が届き次第入場券を発送いたします。入場には事前にお申込みいただく必要があります。
※消防条例により車椅子でのご来場は1台につき1名の介助者が必要となり、指定席となります。(定員６台分12名）
　詳細はお問い合わせください。


